
 
 

 
 

 
 
 

○ 第一に、縛ること、拘束することの廃止に向けて決意を新たにし、必ず 

実行します。 

 

○ 第二に、身体拘束が、人の体や心を深く傷つけることを自覚します。 

 

 

○ 第三に、身体拘束を限りなくゼロに近づけ、身体拘束が許される場合を、 

極めて限られたものとします。 

 

○ 第四に、身体拘束の廃止に向け、施設等をできる限り公開します。 

 

 

○ 第五に、身体拘束廃止のための県の手引きづくりを進め、現場での活用 

を徹底します。 

 

○  +
プラス

  言葉による拘束の廃止を徹底します。 

 

 

 


